
平成２７年 ８月３１日  
企 画 調 整 部  

 総 務 部  
土 木 部  
農 林 水 産 部  

 
平成２７年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について 

 
 平成２７年８月２６日に福島県公共事業評価委員会から知事へ意見具申があった平成２７

年度公共事業評価対象事業について、県の対応方針等を以下のとおり決定しました。 
 

 

対応方針 付帯意見 対応方針
付帯意見
への対応

事　業
継　続

　現在の課題や問題、既
存施設の退去後の取扱等
を十分検討し、これらを
踏まえた基本構想の立案
時点で、再度、その内容
に関して、本委員会に置
いて審議を行うこと。

事 業
継 続

　現在の課題や問題、
既存施設の退去後の取
扱等を十分検討し、こ
れらを踏まえた基本構
想の立案時点で、再
度、その内容に関し
て、公共事業評価委員
会における審議を依頼
します。

補助事業（道路）
国道121号会津縦貫
北道路（4-2工区）

事　業
着　手

　磐越自動車道へのアク
セスなどの利便性に十分
配慮すること。

事 業
着 手

　磐越自動車道へのア
クセスなどの利便性に
十分配慮して、事業を
進めます。

道路橋りょう改良
事業（県単）

郡山矢吹線
（大久保）

事　業
継　続

－
事　業
継　続

道路橋りょう改良
事業（県単）

棚倉矢吹線
川原田工区

事　業
継　続

－
事　業
継　続

道路橋りょう改良
事業（県単）

二本松金屋線
（上ノ橋）

事　業
継　続

－
事　業
継　続

交付金事業
（河川）

東根川
見直し
継　続

－
見直し
継　続

交付金事業
（河川）

長瀬川
事　業
継　続

　遊水地の利活用につい
ては、社会情勢の変化を
踏まえて、地域住民と調
整を図ること。

事　業
継　続

　遊水地の利活用につ
いては、社会情勢の変
化を踏まえて、地域住
民と調整を図ります。

交付金事業（砂防）
（再生・復興）

東八川
事　業
継　続

－
事　業
継　続

交付金事業（砂防）
（再生・復興）

藤入川
事　業
継　続

－
事　業
継　続

交付金事業
(街路)

駅前北原線
事　業
継　続

－
事　業
継　続

事　業　/　地　区

県の対応方針公共事業評価委員会

郡山合同庁舎整備事業



 
 

対応方針 付帯意見 対応方針
付帯意見
への対応

交付金事業
（街路）

三函台山線
事　業
継　続

－
事　業
継　続

海岸保全施設整備
事業（侵食対策）

繁岡第二
事　業
継　続

－
事　業
継　続

復興再生基盤整備
事業（農地整備事業
（通作条件型））

釜ノ前３期
事　業
継　続

－
事　業
継　続

森林居住環境整備
事業

大滝
事　業
継　続

－
事　業
継　続

森林居住環境整備
事業

矢竹阿多根
事　業
継　続

－
事　業
継　続

復興再生基盤整備
事業（農地防災事業
（農村地域環境
保全整備事業））

西郷南部
見直し
継　続

　安全対策について、地
元住民及び関係機関と綿
密に話し合いながら、事
業を進めること。

見直し
継　続

　安全対策について、
地元住民及び関係機関
と綿密に話し合いなが
ら、事業を進めます。

事　業　/　地　区

公共事業評価委員会 県の対応方針


